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あなたのお家の 
耐震化の工事をしませんか！！  

～伊丹市住宅耐震化促進事業のご案内～ 

 

 
 

 

◎対象住宅等 

受付期間 

令和 5 年（2023 年）９月 1 日（金）から 令和 5 年１２月 1５日（金）まで 

※受付期間に関わらず、予定数に達し次第終了する場合がありますので、申請される方

はあらかじめ市建築指導課（７８４－８０６５）へお電話ください。 

対象住宅 

昭和５６年（１９８１年）５月３１日以前に建築に係る工事に着工された住宅 

※平成１７年（２００５年）６月１日以降に増築又は改築された住宅は原則対象外ですが、一部対象となる場

合がありますのでご相談ください。 

※各種工事補助により、詳細条件があります。   
※令和 2 年度より、当該事業の申請者と契約し、耐震改修工事等を実施した工事等業者が、申請者に代わって伊丹市からの補助

金を受領できる「代理受領」が可能になりました。詳しくはお問合せください。  

●補助メニュー概要 

補助の種別名 補助対象の内容 補助額 
対象住宅 

戸建 ※マンション その他 

建替工事費補助 建替えによって安全性を確保する工事 最大１００万円 〇   

除却工事費補助 安全性の低い住宅を除却する工事 最大５０万円 〇   

耐震改修工事費補助 筋違い等を設置し安全性を確保する工事 最大１００万円（戸建の場合） 〇 〇 〇 

簡易耐震改修工事費補助 
耐震診断・耐震改修計画の策定及び筋違い

等を設置し安全性を確保する工事 
最大５０万円 〇  

 

屋根軽量化工事費補助 屋根を軽量化する工事 定額５０万円 〇   

シェルター型工事費補助 居室内の安全性を確保する工事 定額１０万円又は５０万円 〇   

防災ベッド等設置助成 安全な空間を確保する防災ベッド等の設置 定額１０万円 〇   

耐震改修計画策定費補助 耐震診断・耐震改修計画の策定 最大４００万円  〇  

 

 

 

 

 

 

  

※マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が

1,000㎡以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として３階以上のものです。 

【2023年度第二期版 2023/8 Ver.2】 

伊丹市では、震災の教訓をふまえ、「安全・安心のまちづく
り」を推進するため、住まいの耐震化を促進しています。 
この事業は、耐震診断の結果、安全性が低いとされた住宅

の所有者等に対して、市が建替工事費補助のほか、耐震改修
工事費補助、除却工事費補助、防災ベッド等設置助成等を行
っています。 

令和 5年度 
(2023年度) 

今の住宅を建て替えたい、 

除却したい方は 

 

今の住宅に住み続けたい方は 

壁・屋根などの耐震改修工事をしたい 高額な耐震改修工事は困難 

家全体をしっかり改修し

たい 

部分的な改修をしたい 命だけは守りたい 

建替工事費補助、除却工事費補

助⇒Ｐ３へ 

耐震改修工事費補助

⇒Ｐ２へ 

簡易耐震改修工事費

補助、屋根軽量化・

シェルター型工事費

補助⇒Ｐ２，４へ 

防災ベッド等設置助

成⇒Ｐ３へ 

耐震改修計画策定費補助⇒Ｐ４へ 

（※工事を行うのに、必ず受ける必要はありません） 

「住宅の耐震化に向けた補助」の検討フロー 

【第二期募集】 

伊丹市マスコット 

たみまる 
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●耐震改修工事費補助 

 

 

 

 

対象者 

【マンション以外の場合】 

・ 伊丹市内に対象となる住宅を所有する方 

・ 所得が1,200万円（給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円）以下の方 

・ 兵庫県住宅再建共済制度（家財再建共済制度を除く。）に加入している又は加入する住宅を所有する者 

・ 兵庫県民（個人）であること 

【マンションの場合】 

・ 伊丹市内に対象となるマンションを所有する方（区分所有のマンションにおいては管理組合） 

・ 兵庫県住宅再建共済制度（家財再建共済制度を除く。）に加入している又は加入する住宅を所有する者

（区分所有のマンションにおいては、管理組合が共用部分について同制度に加入している又は加入する

こと。） 

対象住宅 

下記の条件をすべて満たす住宅（店舗等の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の

2分の1未満のもの）を含む。） 

ア 昭和５６年（１９８１年）５月３１日以前

に建築に係る工事に着工されたもの 

イ 耐震診断の結果、安全性が低いと診断され

たもの 

区  分 耐震基準 

木造住宅 総合評点１．０未満 

非木造 

鉄筋コンクリート造
又は鉄骨鉄筋コンク

リート造 
(１次診断) 

構造耐震指標(Ｉｓ)が０．８
未満 

鉄骨造 
構造耐震指標(Ｉｓ)が０．６

未満 

対象経費 

安全性を確保する（耐震診断評点１．０以上等）ための、次の工事（附帯工事を含む。）に要する経費 

ア 柱、はり、壁、筋かい及び基礎の補強 

イ 屋根の軽量化 

ウ 火打ち梁や構造用合板による床面の補強 

補助金額 

・ 戸建住宅 ：対象経費の5分の４又は１００万円のいずれか低い額（千円未満は切り捨て） 

・ マンション：対象経費の3分の１又は１平方メートル当たり５，０００円を乗じて得た額 

（千円未満は切り捨て。限度額１，０００万円） 

・ その他  ：対象経費の5分の４又は４０万円に補助の対象となる者が所有する住宅の戸数を乗じて 

得た額のいずれか低い額（千円未満は切り捨て。限度額１，０００万円） 

●簡易耐震改修工事費補助 

対象者 

下記の対象者が、対象住宅に実施する簡易耐震改修工事費（総額が５０万円以上の工事に限る。）に対して、補

助を行います。 

・ 伊丹市内の対象となる住宅を所有する方 

・ 所得が1,200万円（給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円）以下の方 

・ 兵庫県住宅再建共済制度（家財再建共済制度を除く。）に加入している又は加入する住宅を所有する者 

・ 兵庫県民（個人）であること 

対象住宅 

以下の全ての要件を満たす戸建住宅（店舗等の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面

積の2分の1未満のもの）を含む。） 

ア 昭和５６年（１９８１年）５月３１日以前に建築に係る工事に着工されたもの 

イ 耐震診断の結果、評点が０.７未満又は Is０.３未満のもの 

対象経費 補助事業の対象となる住宅の所有者が実施する耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する経費 

補助金額 
対象経費の５分の４又は５０万円のいずれか低い額（千円未満は切り捨て） 

ただし、実績報告時に耐震診断報告書を提出する場合、耐震診断の結果が、上部構造評点0.7以上もしくは Is

値0.3以上であることが確認できた場合、定額３万３０００円 

※このご案内に記載の補助要件等については、記載していない条件もあります。詳細はお問合せください。 

代表例 

壁 壁 基礎 

壁の耐震改修工事(例) 基礎の耐震改修工事(例) 壁の耐震改修工事(例) 
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●建替工事費補助 

対象者 

下記の対象者が、対象住宅を建替え要件の住宅に同位置で建て替える工事（総額が１００万円以上の工事に限

る。）に対して、補助を行います。 

・ 伊丹市内に対象となる住宅を所有する方 

・ 除却する住宅の所有者又はその２親等以内の親族が自己の居住の用に供するもの。 

・ 新築する住宅の所有者 

・ 所得が1,200万円（給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円）以下の方 

・ 新たに建築しようとする住宅にあっては、申請者が自己の居住の用に供するもので、兵庫県住宅再建共済

制度（家財再建共済制度を除く。）に加入する者 

・ 新たに建築しようとする住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合していること 

・ 兵庫県民（個人）であること 

対象住宅 

以下の全ての要件を満たす戸建住宅 

ア 昭和５６年（１９８１年）５月３１日以前に建築に係る工事に着工されたもの（店舗等の用途を兼ねる

もの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満のもの）を含む。） 

イ 耐震診断の結果，安全性が低いと診断されたもの 

ウ 所有者又はその２親等以内の親族が自己の居住の用に供するもの 

対象経費 除却する住宅の除却に要する経費及び住宅の新築工事に要する経費の一部又は全部 

補助金額 補助の対象となる経費の5分の4又は１００万円のいずれか低い額 

●除却工事費補助 

対象者 

下記の対象者が、対象住宅を除却する工事に対して、補助を行います。 

・ 伊丹市内に対象となる住宅を所有する方 

・ 所得が1,200万円（給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円）以下の方 

対象住宅 

以下の全ての要件を満たす戸建住宅 

ア 昭和５６年（１９８１年）５月３１日以前に建築に係る工事に着工されたもの（店舗等の用途を兼ねる

もの（店舗の用途に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満のもの）を含む。） 

イ 耐震診断の結果，安全性が低いと診断されたもの 

対象経費 除却する住宅の除却に要する経費（延べ面積に1㎡あたり３４，１００円を乗じて得た額を限度とする。） 

補助金額 補助の対象となる経費の２３％又は５０万円のいずれか低い額（千円未満は切り捨て） 

その他 

補助事業の対象となる除却工事は，建設業法別表第１に掲げる土木工事業，建築工事業若しくは解体工事業に

係る同法第３条第１項の許可を受けた事業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイ

クル法）第２１条第１項に規定する登録を受けた事業者（除却工事を行う者として著しく不適当であると市長

が認める事業者を除く。）との契約による工事であること。 

●防災ベッド等設置助成 
 

 

 

 

対象者 

下記の対象者が、対象住宅に実施する防災ベッド等の設置（総額が１０万円以上の工事に限る。）に対して、補

助を行います。 

・ 伊丹市内の対象住宅の居住者 

・ 所得が1,200万円（給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円）以下の方 

・ 兵庫県住宅再建共済制度の家財再建共済制度に加入している又は加入する者（兵庫県住宅再建共済制度の

住宅再建共済制度に加入している又は加入する者を含む。） 

対象住宅 

以下の全ての要件を満たす戸建住宅 
ア 昭和５６年（１９８１年）５月３１日以前に建築に係る工事に着工されたもの（賃貸住宅及び店舗等併

用住宅（店舗部分の面積が延べ面積の２分の１未満のものに限る）を含む。） 

イ 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの 

対象経費 防災ベッド等の設置に係る経費（防災ベッド等の設置に際して必要となる床の補強に係る経費を含む。） 

補助金額 １件当たり定額１０万円 

防災ベッド等設置(例) 防災ベッド等設置(例) 防災ベッド等設置(例) 
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●屋根軽量化・シェルター型工事費補助 

 

 

 

 

 

対象者 

下記の対象者が、対象住宅に実施する屋根軽量化工事費（総額が５０万円以上の工事に限る。）、シェルター型

工事費（総額が１０万円以上の工事に限る。）に対して、補助を行います。 

・ 伊丹市内の対象となる住宅を所有する方 

・ 所得が1,200万円（給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円）以下の方 

・ 兵庫県住宅再建共済制度（家財再建共済制度を除く。）に加入している又は加入する住宅を所有する者 

・ 兵庫県民（個人）であること 

対象住宅 

以下の全ての要件を満たす住宅 
ア 昭和５６年（１９８１年）５月３１日以前に建築に係る工事に着工された戸建住宅（店舗等の用途を兼

ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の１／２未満のもの）を含む。） 

イ 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの（屋根軽量化の場合、評点が０.７以上の木造住宅に限

る。） 

補助金額 
・ 屋根軽量化工事費補助：定額５０万円 

・ シェルター型工事費補助：定額１０万円又は定額５０万円 

●耐震改修計画策定費補助  

対象者 

下記の対象者が、対象住宅に実施する計画策定に対して、補助を行います。 

・ 伊丹市内の対象となるマンションを所有する方 

・ 兵庫県住宅再建共済制度（家財再建共済制度を除く。）に加入している又は加入するマンションを所有す

る者（区分所有のマンションにおいては，管理組合が共用部分について同制度に加入している又は加入す

ること。） 

対象住宅 

以下の全ての要件を満たす住宅 
ア 昭和５６年（１９８１年）５月３１日以前に建築に係る工事に着工されたもの（店舗等の用途を兼ねる

もの（店舗等の用に供する部分の床面積が２分の１未満のものに限る）を含む。） 

イ 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの 

補助金額 

下記のいずれか低い額（千円未満は切り捨て。限度額４

００万円） 

⑴ 補助の対象となる経費に補助率を乗じて得た額 

⑵ 右表に掲げる延べ面積の区分に応じ，それぞれ同表

の右欄に掲げる交付限度額単価を乗じて得た額 

面積区分 交付限度額単価 

1,000㎡以内の部分 2,400円/㎡ 

1,000㎡を超えて 2,000㎡以内の部分 1,000円/㎡ 

2,000㎡を超える部分 700円/㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
★２月２８日までに！ 

●  各  申  請  の  流  れ  ● 

 （
領
収
書
の
受
領
） 

お
支
払
い 

（※１） 

補
助
事
業
実
績
報
告 （※１） 

補
助
金
の
受
け
取
り 

（※２） 

屋根軽量化工事(例) シェルター型工事(例) 

補
助
金
交
付
申
請 

補
助
金
の
交
付
決
定 

着
工 

補
助
金
の
確
定 

補
助
金
の
請
求 

▲
契
約 

事業の詳細及び概要については、下記までお問い合わせ下さい。 
【お申し込み窓口・お問い合わせ先】 伊丹市 都市活力部 都市整備室 建築指導課           
９：００～１７：３０まで     ＴＥＬ ０７２－７８４－８０６５

（土・日曜、休日を除く） 

☆耐震改修工事、簡易耐震改修工事、屋根軽量化工事の補助を受ける場合は、工事業者が、ひょうご住まいサポ

ートセンターの兵庫県住宅改修業者登録制度の登録または、兵庫県の事業者グループの登録をしていることが

必要です。 

 

 

（※１） 交付決定前の対象工事のご契約は、補助対象にならなくなりますのでご注意ください。 

（※２） 交付決定通知後に事業内容の変更があった場合は、別途手続き等が必要となる場合があります。 


